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「第 37 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 

 

 

 平成 25 年４月 26日にご送付いたしました「第 37 期定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載の一

部に誤りがございましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。 

 

記 

 

訂正箇所は下線を付して表示しております。 

14 頁 

５．会計監査人の状況 

 

（訂正前） 

（３）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

 支給額 

 ①当社が支払うべき公認会計士法第 2条第 1項の業務についての報酬等の額 34 百万円 

 ②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金額その他の財産上の利益の合計金額 34 百万円 

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の

額を区分しておりませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

（訂正後） 

（３）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

 支給額 

 ①当社が支払うべき公認会計士法第 2条第 1項の業務についての報酬額等の額 34 百万円 

 ②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金額その他の財産上の利益の合計金額 36 百万円 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報

酬の額を区分しておりませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

（注）２．当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、コンフォートレター作

成業務についての対価を支払っております。 

 

以上 


